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３－１－１　つながるさっぽろ条例
　札幌市では、差別や偏見がなく、誰もが互いに
その個性を尊重され能力を発揮できる、多様性と
包摂性が強みとなる社会（共生社会）の実現を目
的として、「札幌市誰もがつながり合う共生のま
ちづくり条例」（愛称：つながるさっぽろ条例）
を制定している（令和７年４月施行）。
　この条例では、共生社会の実現に関する基本理
念のほか、市の責務、市民及び事業者の役割、市
の基本的施策などを定めており、本条例に基づき
共生社会の実現に向けた各種取組を実施している。

【つながるさっぽろ条例】
　　https://www.city.sapporo.jp/kikaku/

universal/jorei.html

３－１－２　多文化共生の推進
　札幌に暮らす外国籍市民は、近年、急速に増え
ている。こうした中で、外国籍市民の孤立防止や
暮らしの不便不安を解消するための支援、地域に
おける異文化理解の促進など、外国籍市民・日本
人市民の誰もが地域社会の構成員として安心して
安全に暮らせる共生社会の実現に向けた取組の重
要性が増している。

⑴　暮らし・コミュニケーションの支援
　（公財）札幌国際プラザや市民団体と連携し、
外国籍市民を対象とした情報提供及び行政手続
きや暮らしに関する相談を多言語で行う一元的
相談窓口「さっぽろ外国人相談窓口」の運営、
日本語学習支援や医療通訳制度の整備、切れ目
のない外国人親子支援などを実施している。
　また、災害発生時には（公財）札幌国際プラ
ザと協力して情報提供を行うなど、外国人を支

援する体制を整えている。

⑵　異文化理解の促進
　姉妹・友好都市との相互訪問や学校交流等、
市民レベルでの海外との交流を進めている。ま
た、国際交流員（ＣＩＲ）や留学生の学校への
派遣などを通じ、地域での異文化理解の促進を
図っている。

⑶　外国籍市民の意識・声の把握
　札幌市で生活する外国籍市民が抱える課題や
ニーズを把握し、今後の施策に反映するため、
広く外国籍市民の意識調査を実施するととも
に、外国籍市民の声を直接聞く場を設置してい
る。

３－１－３　国際交流施設
⑴　札幌国際交流館
　（SAPPORO INTERNATIONAL SPORTS

　HALL）
　平成８年４月に国際協力事業団北海道国際セ
ンター（現国際協力機構（ＪＩＣＡ）北海道セン
ター（札幌））に隣接してオープンした。体育室、
プール、トレーニングコーナーのほか、交流サ
ロンや観覧席可動式のホールがあり、スポーツ
等を通じてＪＩＣＡの研修員を始めとする外国
人の方々と市民が触れ合う場となっている。

⑵　札幌留学生交流センター
　（SAPPORO INTERNATIONAL  STUDENT
　CENTER）
　札幌市内や近郊の大学及び専修学校に通う留
学生と市民の交流機会の創出拠点として、平成
12年４月にオープンした。11階建ての建物で、
留学生向けの宿舎として、単身者用居室80室、
世帯用居室20室が設けられている。このほか、
交流ラウンジ、軽スポーツ室、会議室等のコミュ
ニティスペースは、地域住民の交流の場として
も利用されている。また、市民と留学生等の相
互理解や国際親善を目的とするさまざまな事業
を実施している。

３－１　互いに認め合い、支え合うまち
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　　https://www.city.sapporo.jp/
shimin/pirka-kotan/

　アイヌ文化を発信する空間（ミナパ）
　道内各地のアイヌ作家によるアート作品を展示。
天井にはアイヌ文様が描かれ、音や映像を使った演
出により、アイヌ文化を発信している。
　　https://www.city.sapporo.jp/

shimin/ainushisaku/minapa/
　札幌市アイヌ文化PRコーナー
　伝統工芸品や伝統楽器の展示コーナーのほか、
札幌で活動しているアイヌ工芸作家が制作した工
芸品などを展示販売する「PORSE（ポロセ）」を
設置。
　　https://www.city.sapporo.jp/shimin/

ainushisaku/shisaku/pr-corner.html

３－１－６　区民センター
　区民センターは、地域住民のコミュニティ活動
の助長と生涯学習の普及振興を図り、地域住民の
福祉の増進に寄与することを目的として各区に設
置している。
　昭和49年以降順次整備を行い、子どもからお
年寄りまで市民各層の交流の場、地域文化を育む
場など、多目的な利用が可能な総合施設として市
民に活用されている。

３－１－７
コミュニティセンター・地区センター
　コミュニティセンター・地区センターは、区民
センターの機能を補完し、地域社会の段階的広が
りに応じたコミュニティの形成を図るための施設
である。昭和57年以降順次整備を行い、区と近隣
住区を結ぶ地区に、文化、スポーツなどを通じた
地区住民のコミュニティ活動の拠点として、市民
に活用されている。

３－１－４　札幌市平和都市宣言
　札幌市では、核兵器のない社会と世界恒久平和
の実現を願う札幌市民の総意として、平成４年３
月30日に札幌市平和都市宣言を行い、この宣言
の理念を広く市民に周知し、「平和都市さっぽろ」
を推進するための事業を実施している。
　平成20年度からは、広島・長崎に原爆が投下さ
れた８月を「平和月間」とし、原爆パネル展や被
爆体験講話など、戦争の悲惨さと平和の大切さに
ついて考えるきっかけとなるようなイベントを開
催している。

【平和都市さっぽろ】
　　https://www.city.sapporo.jp/shimin/heiwa/

【札幌市平和バーチャル資料館】
　　https://www.city.sapporo.jp/

ncms/shimin/heiwa/

３－１－５　アイヌ施策の推進
　札幌市では、アイヌ民族の生活の安定・向上の
ため、昭和52年から住宅新築資金等の貸付事業
を開始したほか、53年には札幌市生活館を設置
し、生活相談員を配置した。さらに、平成15年に
はアイヌ民族の伝統文化の保存・継承・振興の拠
点施設として、南区小金湯にアイヌ文化交流セン
ターを開設した。
　平成22年、アイヌ民族に関わる施策を総合的に
推進する計画として「札幌市アイヌ施策推進計画」
を策定。その後、令和元年５月に施行された「ア
イヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するた
めの施策の推進に関する法律」も踏まえ、令和３
年３月に「第２次札幌市アイヌ施策推進計画」（計
画期間：令和３～ 12年度）を策定。「アイヌ民族
の誇りが尊重されるまちの実現」を目指して５つ
の施策目標を定め、国のアイヌ政策推進交付金
も活用しながら、アイヌ文化の保存・継承・振興
やアイヌ民族に関する理解促進などの各種施策を
行っている。

【関連施設】
　アイヌ文化交流センター（サッポロピリカコタン）
　屋内では、伝統衣服や民具など約300点を展示
し、屋外にはチセ（家屋）やプ（倉）などを再現。
屋内の交流ホールは多目的ホールとして各種イベ
ントで活用されている。また、アイヌ文化体験講
座や小中高生を対象にした体験プログラム等も実
施している。

コミュニティセンター・地区センター一覧表
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体間連携ネットワーク」に加入したほか、相談事
業では電話に加えLINEによる相談を開始した。

【男女共同参画課】
　　https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/

【男女共同参画センター】
　　https://www.danjyo.sl-plaza.jp/

３－１－９　外国諸都市との交流
⑴　姉妹・友好都市交流

　姉妹・友好都市提携を結んでいる５都市との
間では、市民同士の草の根交流をはじめとする
様々な活動が行われており、姉妹・友好都市関
係は実践的な異文化理解・国際理解の場となっ
ている。これらの都市との間では、青少年の相
互訪問やスポーツ交流などの事業を行い、５年
毎の提携周年にあたる都市には記念事業を実施
してきた。
　冬の大通公園を会場に毎年開催されている

「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」は、
ミュンヘン市との姉妹都市提携30周年を記念
して平成14年にはじまり、現在は市民のみな
らず観光客にも好評を博している。

⑵　国 際 協 力
　国際協力分野では、海外からの技術研修員の
受入れ、専門技術者の派遣など国際協力を進め
ており、この一環として、国際協力事業団北海
道国際センター（現国際協力機構（ＪＩＣＡ）
北海道センター（札幌））を誘致した（平成８
年開設）。同センターでは、令和６年度、開発
途上国における道路維持管理のほか、環境管理
や水資源など22コースの課題別研修が実施さ
れた。

⑶　ＪＥＴプログラム
　「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴ
プログラム）」は、地方自治体が総務省、外務
省、文部科学省及び（一財）自治体国際化協会
の協力の下で昭和62年度（1987年度）から実
施している事業である。令和７年９月現在、札
幌市では当プログラムを通じ、中・独・韓・露・
米・英から計７名の国際交流員（ＣＩＲ）と米・
加・豪・英・比から計32名の外国語指導助手

（ALT）を任用している。

３－１－８　男女共同参画社会の形成
　札幌市では、男女が互いにその人権を尊重しつ
つ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発
揮し、利益を均等に享受することができる男女共
同参画社会を実現するため「札幌市男女共同参画
推進条例」を制定し、平成15年１月から施行して
いる。また、この条例に基づいて施策の推進を図
るため、「男女共同参画さっぽろプラン」を15年
４月に策定。その後、計画の進捗や社会状況の変
化等を踏まえて４度の改定を行い、令和５年３月
に策定した第５次プランに基づき、各種取組を進
めている。
　また、男女共同参画に関する市民のさまざまな
活動を支援するための総合的な拠点施設として、
平成15年９月に札幌市男女共同参画センターを開
設し、対象に応じたジェンダーの学習機会の提供
や市民活動や交流の支援、相談など、多様な関係
者と連携して事業を展開している。
　さらに、男女共同参画社会の実現に向け、重大
な人権侵害である配偶者・パートナー等に対する
あらゆる暴力の根絶を目指し、札幌市では、平成
17年11月に相談窓口である「札幌市配偶者暴力
相談センター」を開設し、被害者の相談や自立支
援、未然防止のための普及啓発、関係機関との連
携協力などに取り組んでいる。
　また、道と共同で設置した「性暴力被害者支援
センター北海道SACRACH（さくらこ）」にて性
暴力被害者支援に取り組んでいる。
　性的マイノリティに関する取組としては、パー
トナーシップ宣誓制度や相談事業、LGBTフレン
ドリー指標制度などを実施している。令和７年度
からは、パートナーシップ宣誓制度の自治体間連
携の全国的な枠組み「パートナーシップ制度自治
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３－１－10　世界冬の都市市長会
　「世界冬の都市市長会」は、『冬は資源であり、
財産である』というスローガンの下、札幌市の提
唱により、快適な冬のまちづくりの実現を目的に、
気候・風土が似ている世界の「冬の都市」の市長
が集まり、昭和57年（1982年）に札幌で「第１回
北方都市会議」が開催されたのが始まりである。
設立当初から会長は札幌市長が務め、札幌市国際
部に事務局が置かれている。
　　https://wwcam.org/
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⑴　市 長 会 議
　「市長会議」は、世界冬の都市市長会の主要
事業として２年に１回開催されている。これま
での会議では、都市計画、交通、除排雪、冬の
観光資源開発、環境などについて市長同士がそ
れぞれの都市の知恵と経験を分かち合い、まち
づくりへのヒントや都市課題を克服する手立て
を学んできた。
　また、本市は市長会議を通じて、まちづくり
の技術・ノウハウを提供し、冬の先進都市にふ
さわしい国際協力を果たすとともに、冬の都市
間の友情と信頼を育んでいる。
　第20回市長会議は、令和６年12月に札幌市で
開催された。

【第20回市長会議の概要】
　令和６年12月17日～ 19日の３日間、札幌市
で「冬の都市の新たな可能性～持続可能な社会
の実現～」をメインテーマに第20回世界冬の都
市市長会議を開催した。
　会議にはオブザーバー参加を含め、８か国21
都市・団体が参加した。
　12月17日、18日の分科会や政策研究会では、
参加都市・団体によるプレゼンテーションと質
疑・意見交換を行った。
　12月19日には、会議全体を総括する札幌宣
言と今後の世界冬の都市市長会の活動に関する
決議が会員都市の賛同を得て採択され、会議は
終了した。

▲市長会議（2024 年）
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である札幌市で開催されることとなっている。

⑷　小 委 員 会
　行政実務者や技術者による、冬の都市の状況
や先進事例の調査・研究機関として設置されて
いる。
　これまでに「雪対策小委員会」、「自然災害対
策小委員会」、「持続可能な冬の都市づくり小委
員会」、「テロ対策小委員会」「冬の都市環境問
題小委員会」などが設置されてきた。
　平成27年２月には、フィンランド・ロヴァニ
エミ市が事務局を務める「北極圏デザイン小委
員会」が発足し、北極圏デザインを活用した冬
の都市の課題解決に向け活動を行い、第19回市
長会議において最終報告を行った。

３－１－11　札幌国際プラザ
　札幌の歴史や文化といった地域的な特性を活か
して、国際交流の促進とコンベンション事業の推
進等を図るとともに、地域経済の活性化・文化の
向上及び国際理解を深めることを目的として、平
成３年７月に財団法人として設立された（平成23
年に公益財団法人へ移行）。
　３Ｃ方式、すなわち Communication（国際交
流）と Convention（コンベンションの振興）を 
Citizen（地場企業を含めた広範な市民参加）に
より推進することを理念として掲げ、国際交流に
関する人材育成、関係団体への支援・連携を進め
ているほか、市民ボランティアとともに、海外か
らの観光客や外国籍市民へ多言語での情報提供を
行うなど、多文化共生を促進しながら国際都市に
ふさわしいまちづくりを進めている。
　さらに、関連産業との連携を図りながら国際的
なイベント・会議などコンベンションの企画・誘
致・支援による集客交流産業の振興にも取り組ん
でいる。
　　https://www.plaza-sapporo.or.jp/

　また、札幌国際プラザが主体となり、外国人と
の交流や支援を行うボランティア制度を運営して
いる。
⑴　ホームステイボランティア制度

　海外からのゲストを家庭に受け入れ、家族と
の交流を通して日本の生活・文化への理解と親
しみを深めてもらう制度。昭和43年（1968年）
に全国に先駆けて発足し、これまでの受入人数
は延べ145カ国・地域、8,157名、登録家庭数

⑵　冬の見本市、冬の都市フォーラム
　昭和63年（1988年）から、市長会議に併せて、

「冬の見本市」及び「冬の都市フォーラム」が
開催されるようになった。
　令和６年に開催した札幌市長会議に併せて開
催された見本市「ウィンターシティーズ・ショー
ケース」では、会員都市のパネル展示などを行
い、各都市の魅力を来場者にＰＲした。

　同じく、冬の都市フォーラムでは、世界冬の
都市市長会のこれまでの取り組み紹介や、東京
海洋大学名誉博士・客員教授のさかなクンを講
師に招いて地球環境について講演を行った。

⑶　実務者会議
　次期市長会議の開催計画案や市長会議で議論
するテーマの選定、さらに、市長会の運営など
に関して、会員都市の行政実務者レベルで協議
する会議。会議は原則２年に１度、事務局都市

▲冬の都市フォーラム（2024 年）

▲冬の都市見本市（2024 年）
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所などを巡回して外国人の相談にのるなどの支
援活動を行うことを目的に令和２年（2020年）
に発足。所定の研修を修了した外国人を中心と
した18カ国45名がメンバーとして認定されてい
る。（令和７年３月末現在）

３－１－12　国際理解交流
　外国からの訪問者等との交流など、国際交流の
充実に努めるとともに、外国語指導助手（ＡＬＴ）
や外国での生活経験をもつ地域人材等を積極的に
活用し、児童生徒の自ら進んでコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度や能力等を育成している。
他にも、自ら平和な社会の形成に参画する資質や
態度を育成するため、戦争体験者の講話など体験
的な学習の充実や平和に関する学習資料の活用、
児童生徒の自発的な参加による学習活動の推進な
ど平和に関する教育を推進している。

３－１－13
少年少女国際交流事業･国際理解事業
　国際的な広い視野と豊かな国際感覚を身につけ
た少年少女を育成するため、シンガポール少年少
女交流事業、姉妹都市少年少女交流事業を行って
いる。

89家庭（令和７年３月末現在）となっている。
　また、登録家庭同士の、自主的な活動組織「札
幌ホームステイ協会」では、広報誌 『かけはし』 
の発行などを行っている。

⑵　外国語ボランティア制度
　国際交流・多文化共生を進める上での「言葉
の壁」を解消して、多様な交流活動を支援する
ことを目的に、昭和52年（1977年）にスタート
した登録制度。
　10カ国語で290名（令和７年３月末現在）が
登録している。登録者が自主的な活動を行うた
めに「札幌国際プラザ外国語ボランティアネッ
トワーク」が組織され、多岐にわたる活動を行っ
ている。

⑶　さっぽろコミュニティ通訳制度
　学校や保育所、区役所等での「言葉の壁」を
解消するため、研修を積んだボランティア通訳
を派遣する制度。平成28年度から運用開始し、
令和６年度派遣数は240件（英語177件、中国語
36件、インドネシア語９件、ベトナム語９件、
ロシア語４件、モンゴル語２件、ネパール語２件、
韓国語１件）。

⑷　日本文化体験ボランティア制度
　国際学会などで来札した外国人の方々に茶道、
華道、書道、着付け、折り紙など、日本文化の
一端を体験してもらうために、旧札幌天神山国
際ハウスを拠点として平成４年に設立。20年に
札幌国際プラザへ移管。会員数は41名（令和７
年３月末現在）。

⑸　さっぽろ外国人市民パートナー制度
　札幌のまちづくり・多文化共生の推進にあた
り、自らの経験や文化的背景を活用しながら貢
献したいと考える外国人を募集・登録し、外国
人の参加協力を必要とする団体からの依頼に基
づき、登録者への情報提供または登録者の派遣
などを行う。平成29年度から運用開始。登録者
数は45名（令和７年３月末現在）。

⑹　札幌災害外国人支援チームSAFE
（Sapporo Assistance for Foreigners in 

Emergencies）
　大規模災害発生時に、札幌国際プラザに設置
される「災害多言語支援センター」と協力し、
災害情報を多言語で翻訳・配信するほか、避難
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３－２－１　広　　　報
⑴　広報誌など

　「広報さっぽろ」を毎月１回、市内の全世帯
に配布するとともに、多言語翻訳サービスによ
り、アプリやブラウザ上で、外国籍市民向けに
９言語で公開している。市政の重要施策や課題
について市民に情報提供し、市民とともに考え、
行動を促す誌面を目指している。また、テレビ
のデータ放送などを活用して、札幌市のイベン
ト情報等を発信している。この他、転入した市
民向けに札幌市の制度や事業、施設等を紹介す
る冊子「さっぽろ市民便利帳」を配布している。

⑵　テレビ・ラジオ広報番組
　札幌市の事業や施策にかかわるタイムリーな
話題、まちづくり活動等を広報番組としてテレ
ビ・ラジオで放送している。制作に当たっては、
番組ごとにテーマを設定し、幅広い市民の興味・

関心を促している。
　また、テレビ番組は、放送終了後、札幌市公
式ホームページで公開している。

⑶　報道機関への情報提供（パブリシティ活動）
　市政の動きや市民生活に必要な情報を迅速か
つ的確に市民に伝えるため、新聞、テレビ・ラ
ジオ等各報道機関に対して、市長記者会見や説
明会、各種行事・事業を紹介するプレスリリー
ス等で、市政情報を提供している。

⑷　インターネットによる広報
　札幌市公式ホームページにおいて、まちづく
りへの取り組みや、生活に密着した即時性の高
い情報などを掲載し、日々更新している。また、
ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）を利用し、動画や画像による情報発信も
行っている。

３－２　誰もがまちづくり活動に参加でき、
　　　　　　　　　 コミュニティを育むまち

市政相談の受付窓口別通数、市政外相談の相談種別件数、札幌市コールセンター対応件数の推移
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⑶　調 査 広 聴
　市民の意識や要望、各種施策の効果等を積極
的に調査・把握し、その結果を市政運営の参考
とするため、「市民意識調査」及び「インターネッ
トアンケート」を実施している。これら調査結
果の概要は、ホームページ等で公開している。

⑷　市政外相談
　市民の声を聞く課及び各区広聴係において、
弁護士、司法書士、家庭生活カウンセラー等の
専門家が専門的知識と経験をもとに問題解決に
対する助言を行う７種類の相談窓口を開設して
いる。

⑸　札幌市コールセンター
　市政に関する問い合わせや各種申請・申し込
み等を、電話・ＦＡＸ・Ｅメールで年中無休、
８時から21時まで受け付けている。これらの対
応履歴は、市民ニーズ把握や業務改善に活用し
ている。

３－２－３　情報公開制度
　札幌市では、平成元年４月に「札幌市情報公開
条例」を施行した。その後、情報公開に対する社
会的要請の高まりや、国の情報公開法の成立等を
踏まえて、12年４月にこの条例を全部改正し、現
在まで運用している。

⑸　出 前 講 座
　職員が地域に出向き、またはオンラインに
て、市民と直接対話しながら市の事業を分か
りやすく説明している。講座内容は、「環境・
みどり」「安心・安全」など。令和７年度は11
分野204テーマを用意している。

３－２－２　広聴・相談
⑴　個別広聴（市政相談）

　市政に対する要望・意見等は、来訪・面談の
ほか、電話、手紙、インターネット、新聞投書
等、さまざまな方法で寄せられている。これら
の「市民の声」は、速やかに関係する部局に送
付し、対応を依頼している。
　また、市民と行政の情報共有を図り、市民と
の信頼関係をより高めるため、寄せられた「市
民の声」とそれに対する市の考えを原則として
公開している。

⑵　集 団 広 聴
　市民と市長が市政に関するテーマについて一
緒に考え、直接意見交換を行う「市長と語ろう！
サッポロスマイルトーク」を開催している。
　また、官民連携推進のため、札幌市と協働し
て取り組みたいアイデアがある企業・団体の代
表者等と市長が直接意見交換を行う「Meet for 
the Next」を開催している。

公 文 書 公 開 等 運 用 状 況

市政刊行物コーナー利用状況等
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　この条例は、情報公開により、市政についての
市の説明責任を全うし、市民の参加と監視の下に
ある公正で民主的な市政の発展に寄与することを
目的としている。
　この目的を達成するため、公文書公開制度・情
報提供制度・情報公表制度があり、札幌市はこれ
ら情報公開制度を総合的・積極的に推進している。

⑴　公文書公開制度
　市民等の請求に基づいて、実施機関（市長、
各行政委員会、議会等）が保有する公文書を公
開する制度。
　公文書公開請求があった場合、実施機関は個
人のプライバシーなど条例上の非公開情報が含
まれている場合を除き当該公文書を公開するこ
とが義務づけられている。

⑵　情報提供・公表制度
　情報公開の総合的な推進のため、市が任意又は
法令等の定めにより行う情報の提供・公表制度。
　広報誌の発行、市政資料の刊行、報道機関へ
の情報提供や財政状況、給与実態の公表などが
行われている。

⑶　市政刊行物コーナー
　市民等の情報ニーズに応えていくための情報
提供制度の一環として、本庁舎内に市政刊行物
コーナーを開設し、市政情報を市民等に提供し
ている。
　当コーナーでは、①市政関係資料など行政資
料約７千２百冊の配架、②市政資料のコピーサー
ビス、③有償刊行物の販売（令和６年度30種
類）、④パンフレット等の配布、⑤市長の資産等
の公開などの業務を行っている。

３－２－４　公 文 書 館
⑴　特定重要公文書等の保存・利用

　札幌市公文書館は、市が作成・取得した公文
書のうち、業務で使用しなくなったものの中か
ら、市政上重要なものの移管を受けて、それら
を整理・保存し、市民等が閲覧などで利用でき
る施設として、平成25年７月に開館した。
　前身である旧文化資料室で所蔵していた一般
資料（写真、刊行物、地図、絵はがき等）も閲
覧利用できる。

⑵　展示室・閲覧室
　展示室では、写真やパネル等を利用して、公
文書及び公文書館に関する展示を公開している。
　閲覧室では、公文書館で所蔵している資料等
の閲覧・複写サービスを行っている。資料は、
インターネット上や閲覧室内にあるパソコンで
検索することができ、札幌の歴史・文化に関す
る郷土史相談にも応じている。

⑶　刊　行　物
　『新札幌市史』の編さんは、昭和56年に着手
した。全８巻（10冊）の構成で、通史６冊、史
料編２冊、統計編１冊、年表・索引編１冊を刊
行し、平成20年３月に完結した。
　『さっぽろ文庫』は札幌を築きあげた先人の
文化遺産を受け継いで郷土への認識を高め、か
つ未来展望を切り開くことを目的に、昭和52年
から平成14年３月まで全100巻を刊行した。
     https://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/

３－２－５　個人情報保護制度
　札幌市では、平成元年７月に「電子計算機処理
に係る個人情報の保護に関する条例」を施行し、
平成８年４月１日には、市の保有する全ての個人
情報を保護の対象とし、さらに市民や民間事業者
に対しても責務を課した総合的な「札幌市個人情
報保護条例」を施行した。その後、国において個
人情報保護関連５法が成立したことから、この条
例を全部改正し、利用停止請求権の保障や罰則規
定などを新たに盛り込んだ「札幌市個人情報保護
条例」を平成17年４月１日に施行した。
　令和５年４月１日からは、地方公共団体の個人
情報保護制度について全国的な共通ルールを法律
で規定するなどの趣旨のもと、「個人情報の保護
に関する法律」が改正され、同法が地方公共団体
にも適用されることになった。これに伴い、札幌
市では、同年３月31日をもって「札幌市個人情報
保護条例」を廃止するとともに、同法に基づいて
個人情報保護制度を運用するために必要な事項を

令和６年度利用状況
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定めた「札幌市個人情報の保護に関する法律施行
条例」を同年４月１日から施行した。
　同法では、①個人情報の取扱いについて保有の
制限、安全管理措置の実施義務、利用及び提供の
制限等を定め、②自己情報の開示、訂正及び利用
停止の請求手続を規定したほか、③廃止した「札
幌市個人情報保護条例」で規定していた「個人情
報取扱事務届出書」に相当する個人情報ファイル
簿を作成して公表することを定めた点は同条例と
ほぼ同様であるが、④個人情報の定義を国・民間
部門と一元化するとともに、⑤新たに行政機関等
匿名加工情報の提供制度を規定した点が同条例か
らの主要な変更点である。
　札幌市では、同法の規定を遵守するとともに、
同法に定める安全管理措置の実施義務の規定に基
づき、安全管理措置の実施に係る要綱・要領を整
備したほか、個人情報取扱事務の委託基準を定め
るなどにより、個人情報の安全管理措置を講じる
ことで、個人の権利利益を保護している。

３－２－６　オンブズマン
⑴　オンブズマン制度の趣旨

　多様化する市民の価値観に対応しながら、公
正で適正な行政の実現のため、また市民と行政
が一体となってまちづくりを推進するために、
平成13年３月に導入した。また、自治基本条例
においても、公正で信頼の置ける行政運営を確
保するための制度として位置づけられている。

⑵　オンブズマンの役割
　民間から就任する３人のオンブズマンは、議
会の同意を得て市長から委嘱され、市民等から
の市の仕事に関する苦情申立てを、公正・中立
な立場から簡易迅速に調査する。また、市政を
監視し、自らの発意で事案を取り上げ調査する。

調査の結果、市の機関に正すべきところがあれ
ば、勧告したり意見を述べる。

⑶　市の機関の協力義務
　市の機関は、オンブズマンの調査に協力する
ことが義務付けられているほか、オンブズマン
の意見を尊重して市政の改善に努める。

⑷　オンブズマンへ申立てができる事項
　オンブズマンが扱う事項は、①市の機関の業
務執行に関すること②当該業務に係る職員の行
為に関することで、申立人本人に利害関係があ
り、その事実のあった日から１年以内のものが
対象となる。ただし、判決、裁決等により確定
した権利関係又は係争中の事項、監査委員が監
査を実施している事項、議会に関する事項、オ
ンブズマン又は子どもの権利救済委員の行為等
は除かれる。

⑸　苦情申立て方法
　苦情申立ては書面で行い、オンブズマン室に
持参、またはホームページ、郵送、FAXで申立
てができる。 

⑹　活動状況（令和６年４月～令和７年３月）
　98件の苦情申立てを受け付け、調査結果を通
知したのが68件、取下げや管轄外による調査中
止等が30件だった。また、発意調査を１件実施
した。
　活動状況については、冊子にまとめ市長及び
議会に報告し、市民に配布している。また、ホー
ムページにも冊子の全文を掲載している。

　https://www.city.sapporo.jp/ombudsman/

個人情報開示請求等実施状況
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⑶　市民まちづくり活動促進基本計画
　札幌市市民まちづくり活動促進条例に基づい
て、市民まちづくり活動の促進に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するため、平成21年５
月に第１期計画、平成26年６月に第２期計画、
令和元年５月に第３期計画、令和６年３月に第
４期計画を策定した。
　なお、第４期計画では、計画の目的である豊
かで活力ある地域社会の発展を実現するため、
第３期の実績や社会情勢の変化等を踏まえて体
系を整理し、５つの基本目標と、16の様々な基
本施策を設定している。

　　　 https://www.city.sapporo.jp/shimin/
support/jyourei/keikaku4th.html

⑷　市民活動サポートセンター
　市民活動サポートセンターは、平成15年９月
１日にオープン。本市の市民活動に関する総合
的な支援を行う拠点施設として、情報収集提供・
相談機能、交流活動支援機能、研修・学習機能、
団体活動支援機能という４つの機能を有し、会
議スペースや印刷機、事務ブースやロッカーな
どの提供のほか、講座や交流などの事業を展開
している。令和６年度の利用登録団体は1,234
団体、利用者数は43,107人であった。

⑸　市民活動プラザ星園
　星園高校跡施設を改修し、平成23年８月１日
から「市民活動プラザ星園」として活用を開始。
社会的課題解決に取り組む市民まちづくり活動
団体等に貸事務所（16室）を提供するなどの支
援を行っている。

⑹　ＮＰＯ法人の認証及び認定
　特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24
年４月から、札幌市のみに事務所を有するＮＰＯ
法人の認証や税優遇措置のある認定等の事務を
開始した。令和７年３月31日現在、認証法人
は875であり、そのうち認定法人は17となって
いる。

⑺　企業による市民活動促進事業
　企業のまちづくり活動への参加を促進するた
め、地域のまちづくりに積極的に取組む企業を
認定する「さっぽろまちづくりスマイル企業認
定制度」（令和７年９月までの認定企業数86社）
や「さっぽろCSRインフォメーション」による
情報発信を実施。

３－２－７
市民まちづくり活動の促進
⑴　市民まちづくり活動促進条例
ア　制定までの経過

　札幌市では、「自治基本条例」の理念を実
現する実行条例として「市民まちづくり活動
促進条例」を制定した。
　条例の検討は平成17年度から始まり、附属
機関である市民活動促進条例検討協議会を設
置、各種アンケート調査、フォーラムの開催
により、さまざまな市民の意見を聴くととも
に、市議会での議論を経て、平成19年第４回
定例市議会に条例案を提出、議決され、20
年４月１日から施行した。
イ　市民まちづくり活動促進条例の特徴

　基本理念として、市民、事業者及び市が、
それぞれの役割を認識し、協働の原則に基づ
き相互に連携・協力して市民まちづくり活動
を促進することを定めた。
　また、市は「情報」「人材の育成」「活動の
場」「財政」の４つの観点から支援を行うこ
ととし、とりわけ財政的支援については、基
金を設置して寄附を原資に支援を行うことを
定めている。

⑵　市民まちづくり活動促進基金（さぽーとほっと基金）
ア　目　　　的

　市民が行う非営利で公益的なまちづくり活
動に対して必要な資金的支援を行うため、平
成20年４月から本基金を設置した。
イ　概　　　要

　この基金は、市民及び事業者から寄附を集
め、あらかじめ登録を行った市民まちづくり
活動団体からの申請に基づき、市民、専門家
等で構成する市民まちづくり活動促進テーブ
ルの審査を経て、当基金から申請団体の活動
に助成を行う仕組みである。
　寄附を行う際、寄附者は支援したい①基金
登録団体、②活動分野（特定非営利活動促進
法に基づく４分野）を指定することができ
る。助成に係る審査においては、この寄附者
の意向を尊重して審査が行われる。
　令和６年度は、56,810,323円の寄附をいた
だき51,363,060円の助成を行った。

　　　https://www.city.sapporo.jp/shimin/
support/kikin/
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いる。
　併せて、地域住民の主体的なまちづくり活動に
対する相談・支援などを行い、地域特性に応じた
協働の取り組みを推進している。

３－２－10
まちづくり協議会・区民協議会の活動活発化
　まちづくり協議会とは、地域活動のさまざまな
担い手が協働してまちづくり活動を行っていくた
めに、概ねまちづくりセンターの区域単位で、町
内会や企業等の団体や地域の住民が主体となって
地域の課題を考え、問題の解決や目標の実現に向
けて行動する場として設置されている。また、区
や地域の課題は複雑・多様化しており、地域内で
連携・協力しながら取り組むことが効果的な場合
もあることから、連合町内会やまちづくり協議会、
企業等の団体が参加する区民協議会が、区単位に
市内全区で組織され課題解決に向けた取り組みや
情報共有が行われている。

３－２－11
未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業
　区や地域の特性を活かした笑顔があふれるまち
づくり活動を推進するため、将来を見据えた地域
課題の解決や新たなネットワーク構築に資する事
業など、区の創意工夫や裁量によって市民が主体
的に行う「徹底した地域主義」に基づくさまざま
な取り組みに対する支援を行っている。
　平成４年度から実施していた「区のふれあい街
づくり事業」を発展的に再編した「元気なまちづ
くり支援事業」を前身とし、多様な主体のネット
ワーク化促進や「地域まちづくりビジョン」を策
定した地域に対する支援など、「市民力の結集」
の実現に向けて、28年度から「未来へつなぐ笑
顔のまちづくり活動推進事業」として実施してい
る。

３－２－12
シティプロモートの推進
　人口減少や少子高齢化、ソーシャルメディアの
普及など社会経済情勢の大きな変化の中、一貫し
た都市イメージのもとに札幌の魅力を発信し続け
る新たな都市戦略として、「魅力都市さっぽろシ
ティプロモート戦略」を平成24年１月に策定した。
　戦略のコンセプトとして「笑顔になれる街」を

　また、平成20年度から企業と札幌市が幅広
い分野で連携・協力することを取り決めた「さっ
ぽろまちづくりパートナー協定」を開始し、令
和７年９月までに22協定を締結するなど、企業
との協働を進めている。

　　　https://www.city.sapporo.jp/shimin/csr/

３－２－８　まちづくりセンター
　まちづくりセンターは、住民組織の振興、地区
のまちづくりを担う団体間の情報の共有・交流や
ネットワーク化支援、市政情報の提供など、地域
におけるまちづくり活動の拠点であるとともに、
市民が市政をより身近なものとして実感するため
に重要な役割を果たしている。
　現在、86カ所設置しており、地区の特性を活か
した市民主体のまちづくりを進めるため、地区の
実情に応じながら、今後も機能の充実を図ってい
く。
　また、平成20年度から、運営に地域の創意工夫
を活かすことで、より一層地域の状況に沿ったも
のとすることを目的に、センターの運営を地域に
委ねる「まちづくりセンター地域自主運営」を開
始し、令和７年10月現在、下記センターにおい
て実施している。

３－２－９
住民参加によるまちづくり
　まちづくりの方向性を定める必要がある地区に
おいて、ワークショップ手法などを活用した住民
参加により、住民と行政が共有するまちづくりの
目標像となるまちづくりの指針などを策定してい
る。
　この指針などにより、まちづくりの方向性が定
められた地区については、事業化の検討を行いな
がら、地区別整備方針・整備構想の策定を行って
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令和 7 年度未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業 （テーマ等一部抜粋）
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３－２－14　福 祉 除 雪
　高齢の方や障がいのある方が安心して地域で暮
らしていけるよう、道路に面した出入口部分や通
路部分の除雪支援などを行っている。（実施主体：
札幌市社会福祉協議会）
　利用対象者は、自力での除雪が困難な方で構成
され、一戸建て住宅に居住する世帯の方である。

３－２－15　福祉のまち推進事業
　市民と行政・社会福祉協議会がそれぞれの立場
で協力しながら地域ぐるみで互いに支え合う環境
を整え、だれもが安心して暮らせる地域社会の実
現を目指して、平成７年から福祉のまち推進事業
を実施している。
　この事業を進めるために、市民による自主的な
福祉活動を行う組織として、おおむねまちづくり
センターごとに「地区福祉のまち推進センター」
を設置しており、各地区で見守りや安否確認など
の支え合い活動が行われている（市内89地区）。

３－２－16
ボランティア活動に対する支援
　地域福祉の分野のボランティア活動については、
平成26年４月に設置された「札幌市ボランティ
ア活動センター」（実施主体：札幌市社会福祉協
議会）において、地域福祉を担う人材の育成に向
けた講座のほか、ボランティアの普及啓発、登録、
需給調整を一体的に行っている。
　また、財政面の支援としては、地域福祉振興助
成金によりボランティア団体などの活動費の一部
を助成している。

３－２－17
民生委員・児童委員及び主任児童委員
　民生委員は、民生委員法に基づき、市長の推薦
によって厚生労働大臣から委嘱され、住民の立場
に立ちながら、社会福祉の増進のために活動して

定めるとともに、「笑顔」をイメージしたロゴマー
ク「SAPP︶RO」（サッポロスマイル）を作成し、
札幌での生活から生まれる魅力の発信や、来訪者
への「おもてなし」実践の促進等をＰＲしている。
　シティプロモートの推進にあたっては、３つの
基本方針として① 魅力を再発見する② 魅力を味
わい発信する③ 魅力を創造する　を定め、都市
の魅力となる「コンテンツ」、それを楽しむ生活
の中から生まれる「発信」、そしてその魅力をさ
らに発展させる「アイデア」のそれぞれを掛け合
わせ、札幌の魅力を市内外に発信していく。
　戦略のコンセプト及びロゴマークの周知に当
たっては、行政のみならず民間企業による能動的
なロゴマーク活用の取り組みを推進しており、民
間連携組織である「サッポロスマイルパートナー
ズ」は、現在約1,400団体を数え、それぞれがロ
ゴマークを通じて「魅力発信」「おもてなし」を
実践している。
　また、情報入手経路として重要性が高まってい
るソーシャルメディアを活用した情報発信などを
行っている。

【「SAPP︶RO」（サッポロスマイル）公式 Instagram】
　　 https://www.instagram.com/

sapporo_smile_official

【「SAPP︶RO」（サッポロスマイル）公式 Facebook】
　　 https://www.facebook.com/sapporosmile

３－２－13
若者のまちづくり活動への参加促進
　若者の地域参加と地域活動の活性化を促進する
ため、若者のまちづくり活動の周知・啓発を実施
している。また、若者がまちづくり活動に参加す
るきっかけや接点を継続的に創出するシステムを
構築したうえで、若者を対象としたまちづくり活
動やイベントなどを企画・実施している。

▲サッポロスマイル　ロゴ

福祉除雪の利用状況
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いる。任期は３年で、児童福祉法に基づく児童委
員を兼務している（令和７年３月31日時点定数
2,967人 ［うち主任児童委員201人］）。
　民生委員・児童委員は区保健福祉部や関係機関
などと連携しながら、住民の生活状態を適切に把
握し、援助を必要とする人に対する助言、福祉サー
ビスを利用するために必要な情報の提供など、地
域における社会福祉の推進役としてさまざまな活
動を行っている。
　主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門
的に担当する児童委員であり、児童の健全育成活
動や子育て支援活動に当たっている。


